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新型コロナウイルス感染症感染防止について（お願い） 

 

 保護者の皆様には、各町立学校の新型コロナウイルス感染症感染防止の取り組みに、ご理解、

ご協力をいただき感謝申し上げます。 

さて、国内の新型コロナウイルス新規感染者の減少に伴い、国においては緊急事態宣言地域、

まん延防止等重点措置地域について、９月３０日をもって解除との方針が示されました。また、

鳥取県においては、９月２８日に開催された「鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第

106回）会議 兼 第 13回経済雇用対策本部合同会議」において、新型コロナウイルス新規感

染者数は減少しかけている途中であるとの見解が示されました。 

国の基本的対処方針（9/28）のポイントとして、「緊急事態宣言・まん延防止等重点措置は解

除されるが、各地域で地域の実情に応じた感染防止対策を進めながら、慎重に段階的に制限を

緩和していく」とされ、「 帰省や旅行など、都道府県をまたぐ移動は、三つの密の回避を含め

基本的な感染防止策を徹底するとともに、特に大人数の会食を控える等注意を促すこと。ま

た、変異株（デルタ株）に、全国的にほぼ置き換わったと考えられることを踏まえ、感染が拡

大している地域への不要不急の移動は、極力控えるように促すこと。」等が示されました。 

鳥取県においても、「みんなでコロナを克服しよう」とされ、「基本的な感染予防対策の徹

底」「人と人との接触機会を減らす行動」「県外との往来の注意」等が呼びかけられています。 

町教育委員会としましては、各学校と連携し、引き続き油断することなく新型コロナウイルス

感染症感染拡大防止に努めていく所存です。保護者の皆様には引き続きになりますが、下記の点

について、ご理解、ご協力いただきますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 登校前の検温、体調確認をお願いします。 

発熱や風邪症状等があった場合 

児童生徒に風邪症状等がある場合は出席扱いの自宅休養とします。必ず、医師の受診をし

てください。また、同居家族に症状がある場合も出席扱いの自宅休養とします。 

その際には、必ず学校にご連絡ください。また、受診後の結果もご連絡ください。 

学校は、「出席しなくてもよい日」として扱います。ただし、病院を受診し医師から新型コ

ロナウイルス感染症以外の診断がされた場合、診断日の翌日以降はその診断名にしたがった

対応とします。 

 

２ 登校後、体調不良となった児童生徒は、速やかに保護者または家庭に連絡し帰宅させま 

す。かかりつけ医を受診してください。受診後の結果をご連絡ください。 

 

裏面も確認してください 



３ 感染が判明した場合の対応 

学校関係者（児童生徒、教職員等）の感染が一人でも判明した際は、その学校はひとまず臨

時休業をします。 

→積極的に PCR検査を実施し、保健所と相談の上、安全が図られるまでは再開しません。 

  

４ ご家族・本人が新型コロナウイルス感染症に感染された場合または濃厚接触者等と特定さ 

れてＰＣＲ検査を受けられる場合 

（１）万一、ご家族・本人が新型コロナウイルス感染症に感染された場合または濃厚接触者、

接触者等と特定されてＰＣＲ検査を受けられる場合には、必ず各学校に連絡してくださ

い。 

なお、登校後の場合には、感染拡大防止のため速やかに下校していただきますので、 

学校への迎えをお願いします。 

（２）夜間・休日等で学校に電話がつながらない場合には、教育総務課に連絡してください。

職員不在の場合は、守衛に「緊急に教育総務課に連絡したい要件があるので連絡が欲し

い。電話番号は○○○○。」とお伝えください。折り返し、連絡をさせていただきます。 

 

 

鳥取県新型コロナウイルス感染症対策本部（第 106回）会議 兼 第 13回経済雇用対策本部合同会議資料より 

 

連絡先電話番号 

 学校               学校携帯  

 湯梨浜町役場  ３５－３１１１  教育総務課  ３５－５３６２ 


